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平成１９年第１回中間市議会定例会会期日程(案) 

（会 期 ３月２日～３月２７日：２６日間） 

月 日 曜 本 会 議 委 員 会 審 査 事 項 

 ３月 ２日 金 

開 議 

午前１０時 

１．会期の決定 

２．承認第１号 

３．議案第１号～第３４号 

┌ 議案上程・提案理由等説明 ┐

└ 質疑・討論・採決  ┘

 ３月 ３日 土 休 会   

 ３月 ４日 日 休 会   

 ３月 ５日 月 

開 議 

午前１０時 

１．一般質問 

２．議案第１号～第１７号 

議案第２１号～第３１号 

┌ 質疑・討論・採決 ┐

└ 委員会付託  ┘

 ３月 ６日 火 休 会 委 員 会  

 ３月 ７日 水 休 会 委 員 会 

 ３月 ８日 木 休 会 委 員 会

 ３月 ９日 金 
開 議 

午前１０時 

１．議案第１号～第７号 

議案第１８号～第２１号 

議案第３２号～第３４号 

［ 委員長報告・質疑・討論・採決 ］ 

 ３月１０日 土 休 会  

 ３月１１日 日 休 会   

 ３月１２日 月 休 会 委 員 会  

 ３月１３日 火 休 会 委 員 会  

 ３月１４日 水 休 会 委 員 会  

 ３月１５日 木 休 会

 ３月１６日 金 休 会   

 ３月１７日 土 休 会   

 ３月１８日 日 休 会  

 ３月１９日 月 休 会   

 ３月２０日 火 休 会  

 ３月２１日 水 休 会   

 ３月２２日 

～

 ３月２６日 

木 

月 

休 会  

 ３月２７日 火 

開 議 

午前１０時 

１．議案第８号～第１７号 

２．議員提出議案第１号～第３号 

３．意見書案第１号～第６号 

４．請願第１号 

５．追加議案 

┌ 委員長報告・議案上程・提案理由説明 ┐

└ 質疑・討論及び採決 ┘
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諸 般 の 報 告 

         第１回中間市議会定例会 

                    平 成 １ ９ 年 ３ 月 ２ 日 

(報告書の受領) 

１． 地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、各会計の例月出納検査結果報告書を

下記のとおり監査委員から１２月２５日、１月１８日、２月５日、１３日、１４日付でそれ

ぞれ受領した。  

記 

 （１）一般会計及び特別会計等  平成１８年度１０月分～１２月分 

（２）病 院 事 業 会 計  平成１８年度 ８月分～１１月分 

 （３）水 道 事 業 会 計  平成１８年度 ９月分～１０月分 

２．地方自治法第１９９条第９項の規定により、定期監査結果報告書を下記のとおり監査委員

から１２月２６日、１月２２日、２月５日、２０日付でそれぞれ受領した。 

記 

（１）介護保険課   平成１７年度、平成１８年度４月～１０月 

（２）会 計 課   平成１７年度、平成１８年度４月～１１月

（３）こども育成課   平成１７年度、平成１８年度４月～１０月 

（４）経営企画課   平成１７年度、平成１８年度４月～１１月 

（５）市 民 課   平成１７年度、平成１８年度４月～１２月 

３．地方自治法第１８０条第２項の規定により、専決処分の報告書を下記のとおり市長から平

成１９年１月１５日付で受領した。 

記 

（１）訴えの提起について     相手方 … … … … 

                 事件名 建物明渡等請求事件 

４．武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第３５条第６項の規定によ

り、中間市国民保護計画を市長から２月２３日付で受領した。 

（意見書の提出） 

平成１８年１２月１９日の本会議で可決された下記の意見書を関係機関に対し同日付で

それぞれ送付した。 

記 

（１）進行性化骨筋炎の難病指定を求める意見書 

（２）療養病床の廃止・削減計画の見直しを求める意見書 

（３）「法テラス」の更なる体制整備・充実を求める意見書
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─────────────────────────────────────────────────── 

平成19年 第１回 ３月（定例）中 間 市 議 会 会 議 録（第１日） 

                           平成19年３月２日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                       平成19年３月２日 午前10時00分開会 

 日程第 １ 会期の決定 

 日程第 ２ 承認第１号 専決処分を報告し、承認を求めることについて 

（日程第２ 提案理由説明・質疑・討論・採決） 

 日程第 ３ 第１号議案 平成１８年度中間市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第 ４ 第２号議案 平成１８年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第

４号） 

 日程第 ５ 第３号議案 平成１８年度中間市地域下水道事業特別会計補正予算（第

３号） 

 日程第 ６ 第４号議案 平成１８年度中間市公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号） 

 日程第 ７ 第５号議案 平成１８年度中間市老人保健特別会計補正予算（第３号） 

 日程第 ８ 第６号議案 平成１８年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第 

              ３号） 

 日程第 ９ 第７号議案 平成１８年度中間市病院事業会計補正予算（第１号） 

        （日程第３～日程第９ 提案理由説明） 

 日程第１０ 第３３号議案 中間市特別職職員の給与等に関する条例等の一部を改正す

る条例 

 日程第１１ 第３４号議案 中間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例 

 日程第１２ 第１８号議案 中間市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する

条例 

 日程第１３ 第１９号議案 中間市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例 

        （日程第１０～日程第１３ 提案理由説明） 

 日程第１４ 第２０号議案 中間市造林保護条例を廃止する条例 

        （日程第１４ 提案理由説明） 

 日程第１５ 第２１号議案 中間市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

        （日程第１５ 提案理由説明） 
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 日程第１６ 第２２号議案 遠賀・中間地域広域行政事務組合規約の変更について 

 日程第１７ 第２３号議案 福岡県中間市外二ケ町山田川水利組合規約の変更について 

 日程第１８ 第２４号議案 堀川水利組合規約の変更について 

 日程第１９ 第２５号議案 中間市行橋市競艇組合規約の変更について 

 日程第２０ 第２６号議案 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合規約の変更につ

いて 

 日程第２１ 第２７号議案 福岡県市町村災害共済基金組合規約の変更について 

 日程第２２ 第２８号議案 福岡県自治振興組合規約の変更について 

 日程第２３ 第２９号議案 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の

数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更

について 

 日程第２４ 第３０号議案 福岡県市町村災害共済基金組合を組織する地方公共団体の

数の増減について 

 日程第２５ 第３１号議案 福岡県自治振興組合を組織する地方公共団体の数の増減に

ついて 

        （日程第１６～日程第２５ 提案理由説明） 

 日程第２６ 第３２号議案 福岡県後期高齢者医療広域連合の設置について 

        （日程第２６ 提案理由説明） 

 日程第２７ 第８号議案 平成１９年度中間市一般会計予算 

 日程第２８ 第９号議案 平成１９年度中間市特別会計国民健康保険事業予算 

 日程第２９ 第１０号議案 平成１９年度中間市住宅新築資金等特別会計予算 

 日程第３０ 第１１号議案 平成１９年度中間市地域下水道事業特別会計予算 

 日程第３１ 第１２号議案 平成１９年度中間市公共下水道事業特別会計予算 

 日程第３２ 第１３号議案 平成１９年度中間市老人保健特別会計予算 

 日程第３３ 第１４号議案 平成１９年度中間市公共用地先行取得特別会計予算 

 日程第３４ 第１５号議案 平成１９年度中間市介護保険事業特別会計予算 

 日程第３５ 第１６号議案 平成１９年度中間市水道事業会計予算 

 日程第３６ 第１７号議案 平成１９年度中間市病院事業会計予算 

        （日程第２７～日程第３６ 提案理由説明） 

 日程第３７ 会議録署名議員の指名 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

出席議員（20名） 
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１番 中家多恵子君       ２番 山本 慎悟君 

３番 佐々木晴一君       ４番 植本 種實君 

５番 古野 嘉久君       ６番 青木 孝子君 

７番 久好 勝利君       ８番 井上 太一君 

９番 岩﨑 三次君      １０番 堀田 英雄君 

１１番 井上 久雄君      １２番 湯浅 信弘君  

１３番 掛田るみ子君      １４番 香川  実君  

１５番 上村 武郎君      １６番 岩﨑  悟君  

１７番 佐々木正義君      １８番 米満 一彦君  

１９番 下川 俊秀君      ２０番 片岡 誠二君  

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

２１番 杉原 茂雄君                  

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………… 松下 俊男君   助役 ……………… 山﨑 義弘君 

教育長 …………… 船津 春美君   総務部長 ………… 柴田 芳夫君 

市民経済部長 …… 萩原 一秋君   保健福祉部長 …… 田中 茂徳君 

建設部長 ………… 行徳 幸弘君   教育部長 ………… 左京 邦彦君 

上下水道局長 …… 小南 哲雄君   市立病院事務長 … 貞末 伸作君 

消防長 …………… 長谷川邦彦君   総務部参事 ……… 前原 光博君 

秘書課長 ………… 田中 久光君   経営企画課長 …… 白尾 啓介君 

財政課長 ………… 牧野 修二君   総務課長 ………… 中野  諭君 

経済振興課長 …… 増田令次郎君   人権推進課長 …… 中村 次春君 

介護保険課長 …… 成富 隆俊君   健康増進課長 …… 中尾三千雄君 

管理課長 ………… 枦野 広行君   下水道課長 ……… 佐藤 満洋君 

教育総務課長 …… 中村信一郎君   市立病院課長 …… 藤井 紀生君 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 谷川  博君       次長 白子 優一君 

補佐 小田 清人君       書記 岡  和訓君 

書記 平川 佳子君                 

────────────────────────────── 



- 8 - 

午前10時00分開会 

○議長（井上 太一君）  

 おはようございます。ただいままでの出席議員は２０名で定足数に達しております。こ

れより平成１９年第１回中間市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付しておりますので、ご了承お願いいたします。 

 この際、日程に入ります前に諸般の報告を行います。 

 報告事項は、お手元に配付してあるとおりであります。朗読は省略したいと思いますの

で、ご了承お願いいたします。 

 なお、本日の議案等の朗読は省略したいと思いますので、ご了承お願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会期の決定

○議長（井上 太一君）  

 これより日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、お手元の会期日程表のとおり、本日から３月

２７日までの２６日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）  

 ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は２６日間と決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．承認第１号

○議長（井上 太一君）  

 これより日程第２、承認第１号の専決処分を議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。松下市長。 

○市長（松下 俊男君）  

 承認第１号について提案理由を申し上げます。 

 平成１８年６月７日に公布されました地方自治法の一部を改正する法律におきまして、

地方自治法第２３８条の４に項が加えられ、行政財産の使用許可にかかる項が移動したこ

とに伴い、中間市行政財産使用料条例についても、条項の整備を行うものであります。 

 なお、施行期日につきましては、政令で定める日から施行されることとなっておりまし

たが、本年２月２３日に、地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政

令が公布され、平成１９年３月１日とされましたことから、平成１９年２月２８日付で専

決処分をいたしたものでございます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いを

申し上げます。 

○議長（井上 太一君）  

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）  

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております専決処分は、委員会の付託を省略し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）  

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）  

 討論なしと認めます。 

 これより承認第１号専決処分を報告し、承認を求めることについてを採決いたします。

本件について承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）  

 ご異議なしと認めます。よって、承認第１号は承認することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．第１号議案

日程第４．第２号議案

日程第５．第３号議案

日程第６．第４号議案

日程第７．第５号議案

日程第８．第６号議案

日程第９．第７号議案

○議長（井上 太一君）  

 次に、日程第３、第１号議案から日程第９、第７号議案までの平成１８年度補正予算

７件を一括議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。松下市長。 

○市長（松下 俊男君）  

 第１号議案から第７号議案までの提案理由を一括して申し上げます。 

 初めに、第１号議案平成１８年度中間市一般会計補正予算（第５号）の提案理由を申し

上げます。 

 今回の補正の主なものといたしましては、国庫補助事業の失業対策事業でございます特

定地域開発就労事業が、本年度末をもって終息いたしますことから、就労者の自立を支援



- 10 - 

するための経費として、特例援助金２億７５０万円、自立支援加算金３億２,６４０万円、

就職祝金６,３００万円、合わせて５億９,６９０万円を計上いたしております。 

 また、本年２月、国会において、国の補正予算が可決され、学校施設の耐震化予算が採

択されましたことに伴い、本市におきましても、この国庫補助事業を活用することといた

しまして、底井野小学校の耐震診断と耐震補強工事を繰り上げて実施することといたしま

した。 

 予算といたしましては、耐震診断業務委託料及び耐震工事実施設計委託料等の経費

１,３００万円、校舎耐震補強工事費５,７００万円など、合わせて７,０００万円を計上

いたしております。さらに、底井野小学校では、トイレの改修工事と下水道幹線への接続

工事についてもあわせて行い、その経費３,２００万円を計上いたしております。 

これらの経費につきましては、国の補正予算に対応いたしましたことから、財源は国の補

助金と地方債ですべて賄われ、また、工期が不足いたしますので、全額明許繰越とし、実

質的には平成１９年度事業として執行することといたしております。 

 また、今回の補正が、本年度最後の補正となることから、各事業費の確定に伴います予

算の調整をあわせて行っております。 

 まず、各特別会計への繰出金の調整でございます。 

 国民健康保険事業につきましては、医療費の増加に伴います国及び県負担金が交付され

ることにより４,９７０万円、老人保健特別会計には１８０万円を増額計上いたしており

ます。介護保険事業特別会計は２,２１０万円の減額予算を計上いたしており、今回の補

正における一般会計からの繰出金の総額は２,９４０万円となっております。 

 また、民生費におきまして、生活保護費の扶助費において医療扶助費を１億４７０万円

の減額といたしており、また、児童福祉施設入所扶助費は、入所児童数が減少したことに

より３,８００万円の減額、児童手当・児童扶養手当におきましても、あわせて１,６２０万

円を減額いたしております。また、昨年４月に施行されました障害者自立支援法の改正に

より、身体障害者施設訓練支援費２,１００万円の減額や、知的障害者福祉施設入所者支

援費３,８００万円の減額などを計上し、総額２億１,２６０万円の減額となっております。 

 商工費では、本年の３月に川西地区の市場において、これ、市場でございます、初めて

開催されます中間西部市場まつりに対しまして、商工振興を目的とする補助金３００万円

の経費を計上いたしております。なお、この経費については、県の補助金１５０万円を充

当いたすこととしております。 

 土木費におきましては、道路新設改良費や土手ノ内公営住宅建替工事などの精算が主で、

総額１,６１０万円の減額をいたしております。 

 教育費におきましても、先ほどの底井野小学校耐震化予算以外は、婦人の家改修費など

精算金が主なもので、総額７,６４０万円の増額補正予算となっております。 

 歳入の主なものといたしましては、市税においては、固定資産税や市たばこ税などの減
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額で、市税総額では３,０３０万円の減額となっております。また、地方消費税交付金で

は４,０００万円の増額補正をいたしております。 

 地方交付税におきましては、景気回復等に伴う国税の増加から、普通交付税の追加交付

１,９７０万円がなされ、特別交付税では、失業対策事業の終息に伴う経費の交付税対象

分等１億１,６００万円を計上いたしております。 

 また、使用料及び手数料につきましては、４００万円の減額予算を計上いたしておりま

す。 

 さらに、国庫支出金といたしましては、特定地域開発就労事業引退者特例援助金及び自

立支援金などに対する失業対策補助金２億４,５６０万円の増額、生活保護費国庫負担金

８,０８０万円の減額などで、総額１億６,５８０万円の増額となっております。 

 また、県支出金につきましては、中間西部市場まつりの補助金として、個性ある地域づ

くり補助金１５０万円、国民健康保険基盤安定負担金１,７７０万円の増額や、知的障害

者施設支援事業費補助金３,１２０万円の減額など、総額２,０１０万円の減額をいたして

おります。 

 市債といたしましては、失業対策事業費の確定に伴い、失業対策債２,６８０万円の増

額や、街並み整備事業など道路整備事業の確定に伴う市債として、１,４６０万円の増額

を行っております。 

 また、底井野小学校耐震化等改修事業に伴います教育施設整備事業債１億３,０３０万

円なども追加補正をし、総額２億１,３２０万円の補正予算を計上するものでございます。 

 以上により、歳入歳出とも３億６,５８０万円の補正予算を計上し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ１７１億６,０８０万円とするものでございます。 

 次に、第２号議案平成１８年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第４号）の

提案理由を申し上げます。 

 歳出につきましては、総務費１７０万円、平成１７年度療養給付費負担金等返還金とし

て、諸支出金７６０万円の予算を計上いたしております。 

 歳入の主な内容といたしましては、国民健康保険税２,８００万円、繰入金４,９７０万

円を増額し、諸収入６,８３０万円の減額予算を計上いたしております。 

 以上により、歳入歳出とも９３５万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ６２億

３,０１８万円とするものでございます。 

 次に、第３号議案平成１８年度中間市地域下水道事業特別会計補正予算（第３号）の提

案理由を申し上げます。 

 今回の補正の内容といたしましては、歳出におきまして、曙及び中鶴下水処理場の光熱

水費を１５０万円と公課費を６０万円減額するとともに、下水道施設改良基金積立金を

８０万円増額するものであります。 

 次に、歳入では、下水道使用料収入を１２０万円減額するものでございます。 
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 以上の補正によりまして、歳入歳出それぞれ１２９万円を減額し、予算の総額を

９,７００万円とするものでございます。 

 次に、第４号議案平成１８年度中間市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）の提

案理由を申し上げます。 

 今回の補正の内容といたしましては、歳出では、流域下水道維持管理負担金を１,２７０万

円と下水道使用料徴収事務委託負担金を１４０万円増額するとともに、流域下水道事業費

負担金を２５０万円減額するものでございます。 

 歳入では、下水道使用料を１３０万円増額し、公共下水道事業債につきましては

１,５１０万円減額するものでございます。また、厳しい財政事情を考慮し、今回の補正

で減債基金を取り崩し、基金繰入金を２,４００万円補正するものでございます。 

 今回の補正は、事業費の確定によりまして予算の最終調整を行うもので、歳入歳出それ

ぞれ１,１８０万円を増額し、予算総額を２１億５,３５４万円とするものでございます。 

 次に、第５号議案平成１８年度中間市老人保健特別会計補正予算（第３号）の提案理由

を申し上げます。 

 今回の補正は、平成１７年度老人医療給付費国庫負担金の超過受け入れにより精算返還

するものでございます。 

 歳出の内容といたしましては、総務費として１８４万円を計上いたしております。 

 歳入につきましては、一般会計繰入金として１８４万円を計上いたしております。 

 以上により、歳入歳出とも１８４万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ６５億

６４６万円とするものでございます。 

 次に、第６号議案平成１８年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）の提案

理由を申し上げます。 

 まず、保険事業勘定の歳出予算における主なものといたしましては、保険給付費におき

まして介護サービス等諸費を８,０００万円、介護予防サービス給付費を４,１００万円、

介護予防サービス計画給付費３,０００万円をそれぞれ当初の見込みより給付が少なかっ

たことから減額いたしております。 

 また、総務費におきまして、事務処理システムの改修委託料を１９７万円計上いたして

おります。 

 次に、歳入の主なものといたしましては、歳出の保険給付費の減額に伴い、国庫支出金

を４,６１６万円、支払基金交付金を５,２７０万円、県支出金を２,４５７万円、一般会

計からの繰入金を２,２１６万円減額し、歳入歳出それぞれ１億４,５６０万円を減額いた

しております。 

 次に、介護サービス事業勘定の歳出につきましては、事業費におきまして、要支援者に

対する新予防給付ケアプランの作成業務が見込みより減少したことにより、人件費を

３７４万円減額いたしております。 
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 また、このことにより歳入につきましても、サービス収入におきます居宅支援サービス

計画費の減収を見込み、３７４万円の減額をいたしております。 

 以上により、保険事業勘定と介護サービス事業勘定を合わせた補正予算の総額は、歳入

歳出それぞれ１億４,９３４万円を減額し、予算総額を３０億５,６９０万円とするもので

ございます。 

 次に、第７号議案平成１８年度中間市病院事業会計補正予算（第１号）について提案理

由を申し上げます。 

 まず、第３条予算の収益的収入及び支出についてご説明を申し上げます。 

 医業収益では、入院収益１億３,０３０万円の減額補正をいたしております。 

 また、医業外収益では、患者外給食収益３００万円の減額であります。 

 その主な理由として、当初予定しておりました入院患者数の減少と診療報酬のマイナス

改定等によるものであります。 

 次に、特別利益として、福岡県市町村職員退職手当組合加入に伴う退職給与引当金の戻

し入れにつきましては、本年４月１日付をもって退職手当組合に加入いたしましたことに

より、現在まで引き当てておりました退職給与引当金の使用目的がなくなることから、引

当金を特別利益として２,５００万円を増額し、また、シニアプラン事業返還金として

１,０４０万円を増額しております。 

 支出におきましては、医業費用に９,６６０万円の減額補正を計上いたしております。 

 その主なものは、給与費８,０００万円、経費１,６６０万円と、いずれも減額でありま

す。 

 その主な理由として、医師の人事異動による給与費の減額及び患者数の減少に伴う経費

の減額であります。 

 また、医業外費用３０万円の減額、特別損失１００万円の減額補正をいたしております。 

 その結果、病院事業収益及び病院事業費用それぞれ９,７９０万円の減額補正をいたし

ております。 

 以上、補正予算の概要を申し上げました。ご審議のほど、よろしくお願いを申し上げま

す。 

○議長（井上 太一君）  

 ただいま議題となっております平成１８年度補正予算７件に対する質疑は、３月５日の

本会議で行いますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．第３３号議案

日程第１１．第３４号議案

日程第１２．第１８号議案

日程第１３．第１９号議案
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○議長（井上 太一君）  

 次に、日程第１０、第３３号議案から日程第１３、第１９号議案までの条例改正４件を

一括議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。松下市長。 

○市長（松下 俊男君）  

 第３３号議案、第３４号議案、第１８号議案及び第１９号議案につきまして提案理由を

一括して申し上げます。 

 初めに、第３３号議案中間市特別職職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例

について提案理由を申し上げます。 

 今回の条例改正の趣旨といたしましては、本市の財政事情を考慮し、独自に実施いたし

ます給与の削減措置でございます。 

 これまで、市長等の常勤の特別職及び教育長の給料につきましては、平成１５年１月か

ら減額支給をいたしており、平成１７年度からは、さらに減額率を増やし、市長において

は１０％、助役においては７％、教育長においては４％の削減を行っているところでござ

いますが、平成１９年度におきましても、引き続き同様の削減を実施するものでございま

す。 

 さらに、特別職、一般職ともに、地域手当におきましても、本年度と同様に２％とする

ものでございます。 

 また、このことに関連いたしまして、管理職手当につきましても、これまで実施してま

いりました減額措置を継続しますことをご報告申し上げます。 

 なお、これらの抑制措置による財政効果額は、全会計を合計いたしますと、約１,１５５万

円となる見込みでございます。 

 次に、第３４号議案中間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

について提案理由を申し上げます。 

 人事院規則の一部改正により、休息時間が廃止されましたことから、本市におきまして

も、同様に休息時間を廃止し、条例改正を行うものでございます。 

 なお、この休息時間の廃止に伴いまして、休憩時間が午後０時から午後１時までとなり

ますことから、終業時刻を１５分繰り下げ、午後５時１５分とする規則の改正もあわせて

行いますことをご報告申し上げます。 

 次に、第１８号議案中間市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて提案理由を申し上げます。 

 障害者自立支援法に基づき設置しております、障害程度区分認定審査会の委員報酬につ

きましては、介護認定審査会の委員報酬を参考に、日額１万６,０００円といたしたとこ

ろでありますが、平成１８年１０月の障害者自立支援法の２次施行以降、介護認定審査会

の審査件数が、１回当たり平均３０件であるのに対しまして、障害程度区分認定審査会の
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審査件数は、１回当たり平均２件程度となっております。 

 このようなことから、介護認定審査会との均衡を図るため、審査件数及び委員の拘束時

間等を勘案し、障害程度区分認定審査会の委員報酬を、１回当たりの審査件数が１件から

５件の場合は４,２００円、６件から１０件の場合は８,０００円、１１件以上の場合は

１万６,０００円とするものでございます。 

 次に、第１９号議案中間市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

て提案理由を申し上げます。 

 今回、ご提案いたします条例改正の趣旨は、本年度の人事院勧告に伴います扶養手当に

関する改正と、不祥事を起こした職員に対する期末手当の不支給や一時差し止めの措置を

規定するための改正でございます。 

 まず、扶養手当につきましては、人事院勧告どおり、３人目以降の扶養手当の額を

５,０００円から６,０００円に引き上げるものでございます。 

 次に、期末手当につきましては、人事院規則の規定に準じて改正するものでございまし

て、同手当の支給基準日に支給要件を満たしていた職員が、支給日までの間において懲戒

処分となったり、禁錮以上の刑に処せられたりした場合は不支給とし、あるいは、その恐

れがある場合には、支給を一時差し止めし、不祥事を起こした職員に一律に期末手当が支

給されることを防ぐための措置を講ずるものでございます。 

 以上で、条例の一部を改正する条例の概要を申し上げました。よろしくご審議のほどお

願い申し上げます。 

○議長（井上 太一君）  

 ただいま議題となっております条例改正４件に対する質疑は、３月５日の本会議で行い

ますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．第２０号議案

○議長（井上 太一君）  

 次に、日程第１４、第２０号議案を議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。松下市長。 

○市長（松下 俊男君）  

 第２０号議案中間市造林保護条例を廃止する条例について提案理由を申し上げます。 

 この条例に規定する造林地とは、公有林野県行造林規定により、福岡県と本市との間で

契約している造林地のことでありますが、現在、福岡県と本市との間で契約している造林

地はなく、また、県条例も廃止されておりますことから、中間市造林保護条例の廃止を行

うものでございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（井上 太一君）  

 ただいま議題となっております第２０号議案に対する質疑は、３月５日の本会議で行い
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ますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．第２１号議案

○議長（井上 太一君）  

 次に、日程第１５、第２１号議案を議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。松下市長。 

○市長（松下 俊男君）  

 第２１号議案中間市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について提案理由を申

し上げます。 

 地方公務員法第５８条の２の規定におきましては、それぞれの任命権者は条例で定める

ところにより、市長に対しまして職員の任免、給与、勤務時間、その他の勤務条件、服務、

研修等人事行政の運営の状況を報告すること、また、公平委員会は、毎年、勤務条件に関

する措置の要求の状況及び不利益処分に関する不服申し立ての状況を市長に報告をし、報

告を受けた市長は報告を取りまとめまして、その概要を公表することとなっております。 

 このことから、人事行政の運営の概要を公平委員会から報告される業務の状況とあわせ、

広報紙やインターネット等を利用しまして、市民に公表するものでございます。ご審議の

ほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（井上 太一君）  

 ただいま議題となっております第２１号議案に対する質疑は、３月５日の本会議で行い

ますので、ご了承お願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．第２２号議案

日程第１７．第２３号議案

日程第１８．第２４号議案

日程第１９．第２５号議案

日程第２０．第２６号議案

日程第２１．第２７号議案

日程第２２．第２８号議案

日程第２３．第２９号議案

日程第２４．第３０号議案

日程第２５．第３１号議案

○議長（井上 太一君）  

 次に、日程第１６、第２２号議案から日程第２５、第３１号議案までの組合規約変更等

１０件を一括議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。松下市長。 
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○市長（松下 俊男君）  

 第２２号議案から第３１号議案までにつきましては、関連がございますので、一括して

提案理由を申し上げます。 

 まず、第２２号議案から第２９号議案までにつきましては、平成１８年６月７日に公布

されました地方自治法の一部を改正する法律において、「助役」が「副市町村長」に改め

られましたこと、また、「収入役」が廃止され、「会計管理者」を置くとされたこと等に

伴いまして、各組合規約の変更が生じたものでございます。 

 また、第２９号議案におきましては、先に述べました規約の変更に加え、平成１９年

４月１日から、宗像市自治振興組合、宗像地区消防組合、宗像地区清掃施設組合及び宗像

地区水道事業団が統合され、宗像地区事務組合となることから、福岡県市町村職員退職手

当組合を組織する地方公共団体の数が増減するものでございます。 

 次に、第３０号議案及び第３１号議案につきましては、本年１月２９日に山門郡瀬高町、

同郡山川町及び三池郡高田町が廃止され、その区域をもって「みやま市」が設置されたこ

とに伴い、福岡県市町村災害基金組合及び福岡県自治振興組合を組織する地方公共団体の

数が増減したものでございます。 

 以上、一部事務組合の規約を変更し、または一部事務組合を組織する地方公共団体の増

減をしようとするときは、地方自治法第２８６条及び第２９０条の規定により、関係地方

公共団体の議会の議決を経なければならないことから、議決を求めるものでございます。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（井上 太一君）  

 ただいま議題となっております組合規約変更等１０件に対する質疑は、３月５日の本会

議で行いますので、ご了承お願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．第３２号議案

○議長（井上 太一君）  

 次に、日程第２６、第３２号議案を議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。松下市長。 

○市長（松下 俊男君）  

 第３２号議案福岡県後期高齢者医療広域連合の設置についての提案理由を申し上げます。 

 初めに、平成１７年１２月１日に、医療制度改革大綱が決定し、この中で老人医療費を

中心に国民医療費が増大し、現行の制度では現役世代と高齢者世代の負担の不公平が指摘

されており、このため、新たな高齢者医療制度を創設し、高齢者世代と現役世代の負担を

明確に、公平でわかりやすい制度とするとされております。 

 平成１８年６月１４日、国会におきまして、健康保険法等の一部を改正する法律案が可

決成立いたしました。 
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 新たに創設された後期高齢者医療制度の効率的な実施を図るため、福岡県内すべての市

町村の協議により規約を定め、福岡県後期高齢者医療広域連合を設置することについて、

地方自治法第２９１条の１１の規定により議会の議決を求めるものでございます。ご審議

のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（井上 太一君）  

 ただいま議題となっております第３２号議案に対する質疑は、３月５日の本会議で行い

ますので、ご了承お願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．第 ８号議案

日程第２８．第 ９号議案

日程第２９．第１０号議案

日程第３０．第１１号議案

日程第３１．第１２号議案

日程第３２．第１３号議案

日程第３３．第１４号議案

日程第３４．第１５号議案

日程第３５．第１６号議案

日程第３６．第１７号議案

○議長（井上 太一君）  

 次に、日程第２７、第８号議案から日程第３６、第１７号議案までの平成１９年度各会

計予算１０件を一括議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。松下市長。 

○市長（松下 俊男君）  

 第８号議案から第１７号議案までの提案理由を一括して申し上げます。 

 初めに、第８号議案から第１５号議案までは関連がございますので、一括してご提案さ

せていただきます。 

 まず、第８号議案となります、平成１９年度中間市一般会計予算は、行財政集中改革プ

ランに沿った、簡素で効果的な財政運営の確立を目指した予算編成といたしております。 

 特に、財政運営につきましては、現下の我が国の経済が回復基調にあるものの、その経

済効果の地方への波及は遅く、地方税等の大幅な増収は期待できません。地方財政は、依

然として厳しいものとなっております。 

 このような中、平成１９年度は、国の大幅な税制改正により、所得税から市民税への税

源移譲や、長年続いた定率減税の廃止等により、本市においても、４億５,８００万円の

増収が見込まれておりますが、反対に、所得譲与税の廃止や、税収が増えたことによる地

方交付税の大幅な減額がされることなど、所得譲与税、地方交付税、合わせまして６億
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９,９００万円の減額がなされるため、市民税等の増額分を差し引きいたしますと２億

４,１００万円の減少となる、大変厳しいものとなっております。 

 さらに、歳出におきましても、岡垣町で処理をいたしておりました一般家庭ごみの処理

を、平成１９年度からは北九州市に委託することとなりまして、岡垣ごみ処理場の追加経

費を含めました広域組合への負担金が、前年度より２億３,４００万円の増額となること

など、新たな経費が発生いたしております。 

 また、本市の経済に大きく貢献いたしておりました失業対策事業も、ほぼ終息を迎える

こととなり、道路財源等、本市にとっても大きな痛手となっております。このことを踏ま

えました平成１９年度の一般会計の予算は、対前年比マイナス３.４％の２年連続の緊縮

予算といたしております。 

 では、歳出の主なものから説明をいたします。 

 総務費では、職員給与等で６００万円の減額でございますが、一般会計全体の給与総額

では、１億４,３００万円の減額となっております。しかし、平成１８年度から加入いた

しております福岡県市町村職員退職手当組合の負担金が、早期退職者の増加等で１億

６,６００万円の増加をいたしております。給与総額と組合負担金を加えました人件費全

体としてみますと、２,３００万円の増額となっております。 

 そのほかの施策といたしましては、４月に統一地方選挙が行われ、市議会議員選挙、県

知事・県議会議員選挙の経費と、さらに、７月に行われる参議院議員通常選挙の経費、合

わせて５,０００万円を計上いたしております。 

 民生費におきましては、少子化対策として、現行の３歳未満の児童手当が５,０００円

から１万円に改定され、その経費４,７００万円を含む３億３,４００万円を計上いたすと

ともに、平成１８年８月から実施しております５歳未満の乳幼児医療の無料化、さらに、

平成１９年１月から実施いたしております３歳未満の初診料及び往診料の無料化を、本年

度も引き続き実施することから、予算を１,７００万円を増額し、総額７,７００万円を計

上いたしております。 

 このように民生費におきましては、引き続き国や県とも連携をし、少子化対策を推進し

ていくことといたしております。 

 また、障害者対策といたしましては、重度心身障害者医療費を３,２００万円を増額し、

１億６,５００万円を計上するとともに、国庫補助事業として障害者の自立支援を目的と

する地域生活支援事業費におきましても、４,１００万円を計上いたしております。 

 さらに、特別会計への繰出金としましては、国民健康保険事業繰出金４億５,１００万

円、老人保健会計繰出金５億２,０００万円及び介護保険会計繰出金４億５,２００万円、

合わせて１４億２,３００万円を計上いたしております。前年度に比べまして１,４００万

円、率といたしまして１.０％の伸びとなっております。 

 衛生費といたしまして、冒頭で申しましたように、ごみの処理につきまして広域組合の
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直営方式から北九州市への委託方式に変更になりましたことから、遠賀・中間広域行政事

務組合の負担金が大幅に増加し、総額１４億３００万円を計上いたしております。 

 労働費といたしまして、失業対策事業であります特定地域開発就労事業が、平成１８年

度末で終息いたしますが、今後の就労者の自立を引き続き支援するため、その新規事業開

拓奨励措置費などとして８,９００万円を計上いたしております。 

 次に、農林水産業費では、農道整備工事費として、前年度に引き続き鞍手町と共同施工

いたします境川水路改修工事につきましては、鞍手町に支払う負担金を７００万円計上い

たしております。また、川西地区の水路改修費など、総額８,７００万円を計上いたして

おります。 

 次に、商工費につきましては、市内の中小企業振興対策といたしまして、各企業への融

資を円滑にするとともに、その効果をさらに高めるために、各金融機関への預託金を

３００万円増額し、２,２００万円を計上、また、その他の地域振興策といたしまして、

筑前なかま祭り補助金１,２００万円など、総額７,５００万円を計上いたしております。 

 次に、土木費におきましては、県の街路事業でございます犬王古月線垣生駅周辺の垣生

アンダー工事に対する負担金１億１,８００万円と、同じく県が進めております、仮称で

ございますが、蓮花寺ぼた山縦貫道路工事ほか２路線に対する負担金４００万円を計上い

たしております。 

 また、岩瀬北東地区のぼた山を経由して、北九州市及び水巻町と接続する塘ノ内砂山線

ほか２路線の道路整備につきまして、平成１９年度から本格的に水路及び道路改修工事に

着手いたします。この工事といたしましては、吉田ぼた山からＪＲ岩瀬踏切方向へ道路延

長２００メートル、幅員１６メートルを整備するための工事費２億３,０００万円を計上

いたしております。 

 さらに、公営住宅関係費といたしましては、公営住宅への火災報知機の設置など、国庫

補助事業を利用いたしました公営住宅改善工事費１,０００万円を計上いたしております。 

 次に、消防費では、前年度に引き続き、石油貯蔵施設立地対策等交付金事業といたしま

して、消火用ホースの取り替え３００万円を計上し、さらに、第１分団、第４分団の消防

団が使用いたしておりますポンプ自動車２台の購入経費２,５００万円を計上いたしてお

ります。 

 また、水防等災害対策費といたしまして、市民を危険箇所から安全地域への誘導を報知

伝達する手段といたしまして、前年度から２カ年計画で施工いたしております、ふくおか

コミュニティ無線放送設備の設置工事費といたしまして、２,８００万円を計上いたして

おります。 

 この事業は、来年度に１６カ所を整備することで、市内の危険想定箇所である２１カ所

をすべてカバーすることとなり、一応の整備を終えることとなっております。 

 次に、教育費といたしましては、学校教育施設の年次計画に基づく改善事業といたしま
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して、中間北中学校のトイレ改修及び下水道幹線への接続工事を行うとともに、また、体

育館の補修につきましては、中間中学校の体育館の補修工事費といたしまして、２,５００万

円を計上いたしております。 

 さらに、市内６小学校のパソコン教室に設置しております、パソコン機器を最新機種に

更新する経費６００万円など、生徒の教育環境の向上を図るための費用も予算計上いたし

ております。 

 また、安心・安全の街づくり事業といたしまして、市内各小学校に防犯カメラを設置す

る経費２００万円、市内全域の防犯対策といたしまして、昨年から実施いたしております

青色パトロールカーの巡回や、警察官立寄所を中心とした補導員巡回パトロールの経費

９００万円を計上いたしております。 

 次に、一般会計の歳入予算でございます。 

 本市の歳入予算の根幹でございます市税につきましては、冒頭で述べましたように、市

民税において税制改正による税源移譲等によって５億３００万円の増額や、固定資産税の

２,７００万円の減額などと合わせまして、総額４４億９００万円、前年度より４億

５,８００万円の増額予算を計上いたしております。 

 また、一方の柱であります地方交付税は、今年度も４８億７,４００万円と、前年度と

比較して３億６,７００万円の減額の予算を計上いたしております。また、地方交付税の

補完財源であります、地方債の臨時財政対策債につきましても、４億１,１００万円と前

年度より６,７００万円の減額となっております。地方交付税と臨時財政対策債を合わせ

ますと、前年度と比べ４億３,４００万円の減額予算となっております。 

 また、地方譲与税につきましては、税源移譲の本格的実施に伴い、所得譲与税が廃止さ

れることから、前年度と比べまして３億５,０００万円減額の１億５,９００万円を計上い

たしております。 

 また、国庫支出金につきましても、特定地域開発就労事業が終息したことや、土手ノ内

市営住宅新築事業が終了いたしましたことなどで、全体といたしまして、前年度と比べ

３億１,６００万円の減額で、総額２６億５,８００万円を計上いたしております。 

 県支出金につきましても、国保保険基盤安定負担金が１,７００万円の増加されること

や、県税徴税費委託金３,３００万円の増額などで、総額におきまして７億７,８００万円

を計上いたしております。 

 繰入金につきましては、歳出の財源不足を補うため、９億円の基金取り崩しを計上いた

しております。 

 また、市債におきましては、塘ノ内砂山線事業等の土木債の借入額１億７,０００万円

の増加や、先ほどの臨時財政対策債等で、市債総額は９億６,３００万円となり、前年度

より１億８,４００万円減少をいたしております。 

 なお、市債の借り入れ残額におきましても年々減少し、平成１９年度の推計残高では
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１８３億１,０００万円となっております。平成１７年度までの１９４億３,０００万円と

比較いたしますと、１１億２,０００万円ほど減少するものと推計いたしております。 

 以上により、平成１９年度の一般会計の当初予算は、歳入歳出それぞれ１６０億

８,７４０万円、対前年度比３.４％の減額予算となっております。 

 次に、第９号議案平成１９年度中間市特別会計国民健康保険事業予算につきまして提案

理由を申し上げます。 

 歳出といたしましては、保険給付費４０億５,２２０万円で、平成１８年度と比較いた

しまして１３.５％の増、老人保健拠出金１１億１,４９０万円、介護納付金２億

７,１３０万円、平成１８年１０月に保険財政共同安定化事業が創設されたため、共同事

業拠出金を６億８００万円増加いたしました保健事業費を１,４８０万円、その他事務的

経費といたしまして１億１,４３０万円を計上いたしております。 

 次に、歳入といたしましては、国民健康保険税１４億９,６５０万円、内訳といたしま

して、医療費給付分１４億３,２６０万円、介護納付金分６,３９０万円を計上し、また、

国庫支出金１５億２,９６０万円、医療給付費交付金１８億６１０万円、県支出金２億

６,２４０万円、共同事業交付金５億８,２７０万円、繰入金４億５,１３０万円、諸収入

等４,６５０万円をそれぞれ計上いたしております。 

 以上により、予算の総額は、歳入歳出それぞれ６１億７,５７６万円でございます。 

 今後とも、国民健康保険事業を取り巻く状況は厳しい中、医療費の適正化に向け、なお

一層の歳出の節減を行うとともに、保険税等歳入の確保に最大限努力し、制度の安定的な

運営を図ってまいる所存でございます。 

 次に、第１０号議案平成１９年度中間市住宅新築資金等特別会計予算につきまして提案

理由を申し上げます。 

 歳出の主なものといたしまして、起債に伴う元利償還金といたしまして、公債費を

２,７２０万円計上いたしております。 

 また、この歳出に充当する歳入につきましては、公債費の利子に対する県の利子補給金

として県支出金に２１０万円、貸付金の元利収入といたしまして諸収入に２,５００万円

計上いたしております。 

 以上によりまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２,７２９万円とするものでござい

ます。 

 今後とも、貸付金の徴収に最大限努力する所存でございます。 

 次に、第１１号議案平成１９年度中間市地域下水道事業特別会計予算の提案理由を申し

上げます。 

 歳出の主な内容といたしましては、曙下水処理場及び中鶴下水処理場の維持管理に要す

る経費を８,０６０万円、並びに、事務処理に要する経費を４７０万円計上いたしており

ます。 
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 歳入の主なものといたしましては、下水道使用料を９,２５０万円計上いたしておりま

す。 

 以上によりまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ９,３０８万円とするものでありま

す。 

 次に、第１２号議案平成１９年度中間市公共下水道事業特別会計予算の提案理由を申し

上げます。 

 歳出の主なものといたしましては、大辻蓮花寺幹線ほか３２地区で実施いたします管渠

築造工事を１０億円、実施設計業務３件の委託料を４,０００万円、ガス管及び水道管移

設補償費を６,０００万円、流域下水道処理負担金を１億６,４４０万円、流域下水道事業

費建設負担金を１億６,０６０万円、公債費の元金償還金を４億５,１９０万円、同じく利

子償還金を２億２００万円計上いたしております。 

 次に、歳入の主なものといたしましては、下水道受益者負担金を８,８７０万円、下水

道使用料を２億１３０万円、財産売払収入を２億３,２１０万円、一般会計繰入金を３億

６,７２０万円、公共下水道事業費国庫補助金を３億円、公共下水道事業債を８億

５,５７０万円、流域下水道事業債を１億５,４６０万円計上いたしております。 

 以上によりまして、歳入歳出それぞれ予算総額を２２億２,３２３万円とするもので、

前年度より５,２７９万円増額しているものでございます。 

 こうした予算増に対応いたしまして、国庫補助対象事業を積極的に活用し、円滑な財政

運営を図っていくよう努めてまいるところでございます。 

 次に、第１３号議案平成１９年度中間市老人保健特別会計予算の提案理由を申し上げま

す。 

 歳出といたしましては、総務管理費１,４５０万円、医療諸費６１億１,６７０万円で、

平成１８年度と比較いたしまして４.５％減となっております。 

 次に、歳入といたしましては、支払基金交付金３０億６,６２０万円、国庫支出金

２０億３,１４０万円、県支出金５億７４０万円、一般会計からの繰入金５億２,０２０万

円、諸収入６００万円を計上いたしております。 

 以上によりまして、予算の総額は、歳入歳出それぞれ６１億３,１３５万円であります。 

 老人医療制度の安定的な運営を確保するため、今後も、より一層、予防医療の充実を図

るとともに、医療費の適正化に向け、努力を重ねてまいる所存でございます。 

 次に、第１４号議案平成１９年度中間市公共用地先行取得特別会計予算の提案理由を申

し上げます。 

 平成１９年度におきましては、用地の取得計画はないことから、借り入れ利息の償還金

９４万円及び公有財産購入費１０万円を計上いたしております。この歳出に充当いたしま

す歳入といたしましては、一般会計繰入金９４万円及び市債１０万円を計上いたしており

ます。 
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 以上により、歳入歳出それぞれ１０４万円とするものでございます。 

 次に、第１５号議案平成１９年度中間市介護保険事業特別会計予算につきまして提案理

由を申し上げます。 

 まず、保険事業勘定につきましては、歳出の主なものといたしまして、要介護、要支援

者への介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費など、保険給付費といたしまして

２７億６,０２０万円、また、昨年、介護保険法の一部改正に伴いまして、高齢者の生活

を総合的に支援する地域包括支援センターが設置され、地域支援事業費といたしまして

６,４００万円、その他に総務費といたしまして職員の人件費等に１億８１０万円をそれ

ぞれ計上いたしております。 

 次に、歳入の主なものは、歳出の保険給付費に対する国、県等の補助負担分といたしま

して、国庫支出金６億５,８８０万円、支払基金交付金８億６,０００万円、県支出金４億

１,１７０万円、市繰入金３億５,６８０万円を計上いたしております。 

 また、介護保険料につきましては、６５歳以上の第１号被保険者の保険料につきまして、

介護保険法に定める第３期介護保険事業計画により、平成１９年度のサービス費等に充て

るため５億５,２８０万円、そのほかには、職員給与等及び事務費といたしまして、一般

会計からの繰入金９,６００万円を計上いたしております。 

 以上により、保険事業勘定では、歳入歳出それぞれ２９億３,６８２万円を計上いたし

ております。 

 次に、介護サービス事業等勘定につきましては、歳出といたしまして、居宅介護支援事

業費を３,５７０万円、また、その歳出に充当いたします歳入といたしまして、サービス

収入３,５７０万円を計上し、介護サービス事業勘定の予算を歳入歳出それぞれ３,５７３万

円を計上いたしております。 

 介護保険制度が開始されて７年が経過し、制度の定着とともに高齢化が一層進み、サー

ビス利用が増加するものと予測されております。 

 今後とも、事業計画の推進と制度の安定的運営に鋭意努力してまいる所存でございます。 

 次に、第１６号議案平成１９年度中間市水道事業会計予算につきまして提案理由を申し

上げます。 

 本年度の給水戸数は、中間市・遠賀町合わせまして２万７,１００戸とし、総給水量は

７６０万立方メートルを見込んでおります。 

 また、有収率につきましては９０.１％とし、総有収水量を６８４万７,６００立方メー

トルと見込んでいるところでございます。 

 まず、収益的収入及び支出につきましてご説明を申し上げます。 

 水道事業収益には１１億７,８８３万３,０００円を計上し、その主な収益は、給水収益

で１０億９,０７８万２,０００円でございます。 

 また、水道事業費用につきましては、１１億６,４６０万６,０００円を計上いたしてお
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ります。 

 その結果、平成１９年度は、消費税を含めまして１,４２２万７,０００円の利益を見込

んでいるところでございます。 

 次に、資本的収入及び支出につきまして、ご説明を申し上げます。 

 資本的収入には２億４,３２１万円を計上し、その主なものといたしましては、負担金

１,７７０万円、企業債２億円、施設分担金２,２５０万円でございます。 

 これに対しまして、資本的支出には、建設改良事業費、企業債償還元金等で５億

８,１３１万４,０００円を計上いたしております。 

 その内容は、配水管の老朽化に伴う布設替工事を重点的に実施いたす所存でございます。 

 主な工事といたしましては、中間地区では、市道中間・水巻・芦屋線配水管布設替工事

等１３件、また、遠賀地区では、町道井手口２号・３号線配水管布設替工事等４件、総件

数で１７件を予定いたしております。 

 このことから、本年度の建設改良事業につきましては、総事業費３億５,６８８万

５,０００円をもちまして実施することといたしております。 

 なお、資本的収支の不足額３億３,８１０万４,０００円につきましては、当年度分損益

勘定留保資金等で全額補てんする予定にいたしております。 

 次に、第１７号議案平成１９年度中間市病院事業会計予算につきまして提案理由を申し

上げます。 

 まず、第３条予算の収益的収入及び支出につきまして、ご説明を申し上げます。 

 病院事業収益に２３億３,３７８万６,０００円を計上いたしております。このうち医業

収益に２２億４,９３５万９,０００円を計上いたしており、その主なものは、入院収益

１１億６,９６０万４,０００円、外来収益１０億２,２３０万６,０００円、その他医業収

益５,７４４万９,０００円であります。 

 また、医業外収益といたしまして８,４４２万７,０００円を計上いたしております。そ

の主なものは、他会計負担金２,２８９万６,０００円、他会計補助金４,３０４万

９,０００円であります。 

 次に、病院事業費用に２３億３,２８１万３,０００円を計上いたしております。このう

ち医業費用に２２億９,４３０万４,０００円を計上しております。その主なものといたし

ましては、給与費１０億５,４６３万円、材料費８億４,７９２万５,０００円、経費３億

３,８０２万７,０００円、減価償却費４,９７２万円でございます。 

 医業外費用といたしまして３,５５０万９,０００円を計上し、その主なものは、支払利

息３,１７０万７,０００円であります。また、特別損失といたしまして３００万円を計上

しております。 

 次に、第４条予算の資本的収入及び支出につきまして、ご説明を申し上げます。 

 資本的収入に７,７９４万７,０００円を計上しており、その主なものは、一般会計負担
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金７,７９４万６,０００円であります。 

 資本的支出に８,２６９万円を計上しており、その主なものは、固定資産購入費

２,０００万円、企業債償還金６,２６９万円であります。 

 なお、資本的収入及び支出の不足額４７４万３,０００円は、損益勘定留保資金等で補

てんする予定にいたしております。 

 以上、当初予算の概要を申し上げました。何とぞご審議のほど、よろしくお願いを申し

上げます。 

○議長（井上 太一君）  

 ただいま議題となっております平成１９年度各会計予算１０件に対する質疑は、３月

５日の本会議で行いますので、ご了承お願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３７．会議録署名議員の指名

○議長（井上 太一君）  

 これより、日程第３７、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第７６条の規定により、議長において岩﨑三次君及

び佐々木正義君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（井上 太一君）  

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。 

午前11時12分散会 

────────────────────────────── 
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        議  員    岩  﨑  三  次 
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